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社会資本整備審議会 道路分科会 第５３回基本政策部会 

平成２７年１２月１４日 

 

 

【総務課長】  朝倉先生がまだのようですが、お時間になりましたので。本日はお忙し

い中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから社会資本

整備審議会道路分科会第５３回基本政策部会を開催させていただきます。 

 進行を務めさせていただきます国土交通省道路局総務課長の中原でございます。よろし

くお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、道路局長の森よりご挨拶申し上げます。 

【道路局長】  道路局長の森でございます。本日は、お忙しいところ、また寒い中、年

度末のお忙しい中、足をお運びいただきまして、ありがとうございます。 

 道路分科会の基本政策部会も、過去からさまざまな政策についてご議論を積み重ねてき

ていただいたところでございます。特に昨今におきましては、道の駅に対する取り組み、

あるいは賢い道路の使い方、そして、料金の取り組みなど、さまざまな分野に関しまして

のご提案をいただいてきたところでございます。 

 とはいいながらも、昨今、分科会の政策の議論が一部でかなり先に進みつつあるものも

ございます。また、喫緊の課題として、今後、法律の取りまとめをしていかなければなら

ない事項も出てまいりました。 

 そういったことも踏まえまして、本日は非常に時間が短い中ではございますが、議題に

もございますように、まずは過去の政策のフォローアップをお願いし、そこで叱咤激励を

していただいた上で、新しい取り組みとして、観光立国に向けた道路施策をどのように取

り組んでいくのか。また、踏切対策、そして、さまざまな交通モード間の取り組みをしっ

かりやっていくという観点で、どのような取り組みをしていけばよいのかということにつ

きまして、先生各位のほうからご意見を賜ればということでございます。 

 非常に短い時間ではございますけれども、先生方の忌憚のないご意見をいただきまして、

次代に向けた新しい道路政策への反映に努めさせていただければということをお願いいた

しまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  ありがとうございました。 

 それでは、まず最初に、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。上から
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配席図、議事次第、委員名簿のほかに、資料１から５までと参考資料１がございますので、

もし漏れている資料等ございましたら、お知らせいただければ幸いです。 

 また、本日の部会の議事につきましては、運営規則第７条第１項による公開としており

ます。 

 本日は、太田委員、勝間委員、久保田委員、兵藤委員におかれましては、所用によりご

欠席との連絡をいただいております。 

 本日ご出席いただきます委員の方は、委員総数１２名のうち８名でございますので、定

足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 カメラ撮りは、ここまでとさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、以降の議事を家田部会長にお願いしたいと思います。家田先生、お願いしま

す。 

【家田部会長】  それでは、早速始めさせていただきます。大変寒いですけれども、皆

さん、エネルギーを出していただいて温めてください。 

 それでは、お手元の次第に従いまして進めます。 

 報告事項１件に審議事項がありますが、まず報告事項の「道路分科会建議 中間とりま

とめ」につきまして、フォローアップの報告をしていただきます。 

 ご説明、よろしくお願いします。 

【道路交通安全対策室長】  道路交通安全対策室長の酒井でございます。座らせて説明

させていただきます。 

 まず冒頭に、ここ一、二年で話題となった主なものについて、現在の取組状況と今後の

予定につきまして、資料１に基づきまして４項目ほど簡単に説明をさせていただきます。 

 １ページ目に書いてございますが、私のほうから交通安全ということで、３ページ目か

ら説明させていただきます。 

 ３ページ目につきましては、前回の６月２６日の基本政策部会でお示しした資料で、こ

の中で幹線道路の整備が進展し、今まさに生活道路に対応していくことができるようにな

り、世界一安全なところを目指していくというお話をさせていただきました。 

 ４ページ目、枠書きの中にも書いてありますけれども、現在の状況でございます。生活

道路において、今年度中に対策するところを登録しようということで、現在までに事故デ

ータの分析が終わっておりまして、これから関係機関と調整して、今年度内に登録してい

きたいということで、ある程度事故の高いエリアが抽出できている状況にございます。 
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 続きまして、５ページ目でございますけれども、それとあわせて、こういったところを

どうやっていくのかという部分につきましては、右のほうに書いてございますけれども、

いろいろなビッグデータを活用してかなり細かい分析ができるようになりましたので、通

過交通や事故の箇所、あるいはブレーキの箇所などを分析しつつ対応していきたいと思っ

ています。 

 また、これらを技術的に支える意味で、現在のところ、全都道府県で概ね９０人の有識

者の方にご協力をいただきまして体制を整えているところでございます。こういったこと

も踏まえて、市町村の要請に応えていきたいと思っております。 

 それから、６ページ目でございます。「生活道路の新仕様」ということで、これもお話を

させていただいておりましたけども、今年度中にハンプや狭さく、それから生活道路用防

護柵などについて基準等をつくっていきたいと思っております。 

 あと、右のほうにもライジングボラードということで、こういった新たな取り組みにつ

いてもチャレンジをしていきたいと思っております。 

 続きまして、自転車の件でございます。自転車道、７ページ目でございますが、全国で

まだ３,０００キロ、車道通行を考えるような形での整備というのは、まだまだこれからや

っていかなくてはいけないような状況でございます。しかしながら、下の方にございます

が、全事故件数は減っているのですけれども、自転車対歩行者といったところの事故件数

が１０年間で横ばいということで、全然減っていないということもございますので、この

辺のところについて取り組みの強化をしていかなくてはいけないと思っております。 

 最後、８ページ目ですけれども、今年度やっていることでございますが、都市部の自転

車ネットワーク計画の促進をするということで、下に金沢市の例がございますけれども、

こういった形でネットワーク的にいろいろな整備形態をそれぞれの市に取り組んでいただ

くために、今までのガイドラインを見直しまして、自転車道、それから自転車専用通行帯、

車道混在、この３つの考え方で柔軟に対応するというような形でネットワーク計画を加速

させたいと思っています。 

 あと、路面表示についても標準化が必要と考えておりますので、この辺のことも考えて

いるということでございます。 

 以上、私のほうからは終わります。 

【道路経済調査室長】  続きまして、道路経済調査室長でございます。 

 ２点目の沿道立地等による渋滞対策ということで、まず１０ページをお開きいただけれ
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ばと思います。道路の沿道に大規模小売店等ができたときに、周辺道路が渋滞するという

ケースを見受けられることが多いと思います。左側に写真がございますが、このような状

態になって、グラフもございますが、開業前に比べて周辺の道路が著しく渋滞していると

いう事例がございます。 

 一方で、右側のように大規模小売店舗立地法ができまして、事前に店舗面積が１,０００

平米を超えるような大規模な店舗につきましては、事前に周辺環境を保持するための調整

等が行われております。このように平面交差点をつくらずに、跨道橋をその企業のほうで

設置するといったようなことによって、うまく対策されている事例もあるということでご

ざいます。 

 こういったような事例以外に、例えばもう少し小規模な店舗、あるいは物流施設とかレ

ジャー施設、病院、こういったようなものについて、大規模小売店舗立地法以外の施設を

どうしていったらいいのか。あるいは実際、事前に対策をとったんだけども、営業してみ

たら、やはり渋滞してしまった。事後的に何らかの対策をとっていく必要があるんではな

いか、こういったところをしっかり取り組んでいく必要があるんだろうというふうに思っ

ております。 

 １１ページは、立地が平成２４年、２５年、２６年と進んだときに、その後、周辺道路

の平均速度が１０キロ以下になって渋滞してしまっているような事例。 

 それから、１２ページは、大規模な店舗もいっとき減っていったこともございますが、

やはりこのように、引き続き届け出件数が全国に多いといったような事例も出させていた

だいております。 

 それから、渋滞対策としてもう一点、１３ページでございますが、路上工事による渋滞

ということでございます。道路上の工事における渋滞につきましては、これまでも共同溝

でありますとか、道路工事調整会議のように工事の期間を調整したり、あるいは年末、年

度末の混むときには工事を抑制するといったような取り組みを進めてまいりまして、ここ

１０年ちょっとぐらいで６割ぐらい減少してきておりますが、グラフをごらんいただくと、

最近は下げどまってきているような状況になっているということでございます。さらなる

縮減に向けた取り組みを進めていく必要があるのではないかと思っているところでござい

ます。 

 右側、路上工事について、これ、東京２３区の国道・都道でございます。３分の１が道

路管理者による工事でございますが、３分の２は占用企業工事というようになっておりま
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す。 

 １４ページ、これをもう少し細かく分析いたしますと、２３区内の占用の工事の状況に

つきまして、左側で、ほとんど夜中に工事をしていただいているわけでございますが、昼

間の時間帯でも工事をしているものが全体の１割ぐらいあるという状況でございます。 

 それをもう少し分析いたしましたのが右側のグラフでございまして、昼間行っている道

路について、やはり混雑度が高いところでも工事をせざるを得ないといったような状況に

なっているということで、この辺をどうしていくのかということが課題でございます。 

 １５ページに外国の事例ということで、イギリスではレーンレンタル制度というものが

ございまして、ロンドン交通局が管理している幹線道路を混雑状況に応じまして、区間ご

とに課金を行うといったような制度がございます。赤く塗っているところの路線につきま

しては、それぞれ１日当たり幾らといったような課金をして、これによってできるだけ工

事の時間を減らすといったような取り組みをしていて、ロンドンでは総渋滞時間が４割減

少するといったような効果もあるということでございます。 

 こうしたことを踏まえまして、１６ページでございますけども、各都道府県に渋滞対策

協議会というもの、これは道路管理者と警察、あるいは道路を利用する団体の方々と協議

会をつくっておりまして、道路管理者と調整しながら、特に重点的に対策をするエリアを

指定しながら、対策をとっていきたいというふうに思っております。 

 沿道立地につきましては、どういったような許可条件を与えるのか、路上工事について

はいろんなインセンティブを考えながら対策をとっていきたいと思っているところでござ

います。 

 こうした取り組みにつきまして有識者の意見を聞きながら、段階的に導入を図っていき

たいと思っております。特に沿道立地対策につきましては、どういった範囲を考慮するの

か、渋滞の予測とか、対策をどうしていくのか。それから、先ほど申し上げた立地後どう

いうふうな担保をとっていくのかといったあたりが課題ではないかと思っておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

【道路防災対策室長】  では、防災・震災対策ということで、道路防災対策室長から報

告させてもらいます。 

 １８ページの地震対策でございます。前々回の部会では、現在、道路啓開計画を策定し

ているというようなご紹介をさせてもらいました。首都直下地震につきましては２月に策
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定したわけでございますが、南海トラフ地震につきましても今後策定しますというご紹介

をしましたけども、現在、中部、近畿、四国、九州の整備局におきまして、関係機関と一

緒になりまして計画を策定中でございまして、平成２７年度中に策定予定でございます。 

 左側の図でございまして、計画をつくるだけではだめでございますので、それの実効性

を高める取り組みということで、まず被害状況を迅速に把握するための仕組みとか、それ

から、４つほど下ですけれども、他分野、河川の堤防上の道路なんかも道路啓開のルート

として使うといった、そういう連携も今後進めていきたいと考えてございます。 

 それから、１９ページの豪雨対応でございます。左側の黄色いところは、前々回の部会

のときに事前通行規制の運用改善ということで、時間雨量と連続雨量の組み合わせの試行

をやっていきますというご紹介をしました。これにつきましては平成２７年６月から２４

区間で、現在試行しているところでございますが、真ん中から右のほうでございますけど

も、中期的ということで、今後、運用改善をするときにいろんなデータが要るということ

で、災害履歴とか雨量データというものについて、ちゃんと継続的にとっていってデータ

ベースも今後つくっていきたいと思っています。 

 それから、右のほうにございます人工衛星みたいなものが、最近、火山の変動もすごく

高い精度で測定できていますので、こういうものが道路斜面にも使えないかとか、右下で

ございますけれども、ＪＲでも実効雨量ということで、非常に精度の高い減速規制をやっ

ているということもあります。それから、砂防分野でも土壌雨量指数ということで、そこ

にタンクモデルとありますけども、実際の降った状況を正確に反映できるような、こうい

うものも今後検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【道路保全企画室長】  続きまして、道路保全企画室長の長谷川です。よろしくお願い

します。 

 ２１ページをご覧ください。道路の老朽化対策につきましては、この基本政策部会で取

りまとめいただいた「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」を踏まえまして、これ

までメンテナンスサイクルを回しているところでございます。お配りしているＡ３の左側

半分に提言でいただいた主な内容を書かせていただいておりまして、右側にこれまでの主

な取り組み内容を記載しております。 

 平成２６年７月より橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目視による点検を進

めておりまして、平成２６年度は、橋梁について全体の約９％で点検を実施しているとこ
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ろであります。 

 前回６月の基本政策部会において、平成２６年度の国及び高速道路会社の点検結果を説

明させていただきましたが、地方公共団体の点検結果をこのたび取りまとめましたので、

後ほどご説明をさせていただきたいと思います。 

 また、点検結果を分析してみますと、ここにもちょっと書いてありますけれども、財政

が厳しい市町村ほど点検実施率が低く、また、健全度が低いという傾向が確認されており

ます。 

 さらに、点検結果を踏まえた措置について、各管理者において修繕計画を策定するなど

の取り組みを行っているところでございますが、こちらについては、後ほど国におけるコ

ストの試算などをご説明させていただきたいと思います。 

 一番下の記録のところですけれども、点検実施状況や結果を取りまとめた道路メンテナ

ンス年報というのを取りまとめまして、１１月に公表させていただいているところであり

ます。 

 次の２２ページをご覧いただきまして、都道府県・政令市、市区町村の点検結果です。

都道府県・政令市、市区町村とも、判定区分の分布が似ておりまして、早期または緊急に

措置すべき橋梁が約１６％という結果になっております。また、判定区分のⅣにつきまし

ては緊急措置を既に実施しておりまして、また、判定区分Ⅲについては経過年数が長くな

るほど高くなる傾向にある。また、建設後４０年を過ぎると２０％超となるといった傾向

がわかっております。 

 判定区分Ⅳの施設については、その施設名について道路メンテナンス会議や道路メンテ

ナンス年報において公表させていただいているところでございます。 

 次に、２３ページをご覧いただきまして、財政力の厳しい市町村は点検実施率が低いん

じゃないか、あるいは健全度も低いんじゃないかということで、私ども今まで、そういう

考えを持っておったんですけども、今回、平成２６年度の点検結果を分析したところ、や

はり財政状況が厳しい市町村ほど点検実施率が低くて、健全度も低い傾向にあるというこ

とが今回初めて明らかになりました。今後も、これに限らずさまざまな分析を行って、必

要な支援策を検討していきたいと考えております。 

 次の２４ページです。国では、多くの橋梁を管理する地方公共団体において、計画的な

修繕の実施が着実に進むように直轄診断ですとか、あるいは修繕代行ですとか、大規模更

新補助制度の支援をしているところであります。今後、点検結果や路線の重要度などを考
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慮して、各管理者において修繕計画を策定する際には予防保全への転換によって、長期的

な修繕コストの低減を目指していきたいと考えているところです。 

 この下のところには直轄管理橋梁による試算というのを出させていただいております。

まず、事後保全の場合ですけれども、左側のオレンジのところですが、現行予算の約８０

０億円で推移した場合ということで、平成２８年から平成５２年までの約２５年間の試算

をしております。その結果、合計で約２.５兆円必要になってくるという状況であります。 

 一方、右側、今後５年間で全部予防保全の形に転換させると２兆１,３００億円というこ

とで、４,０００億円ほどトータルコストとしては安くなるという結果となっております。

当初の期間、当然のことながら予算増となるわけですけれども、長期的にはコストが低く

なっていくということで、国としても、このような直轄の例を参考に長寿命化を目指して、

適正な修繕を実施していく市町村をこれから重点的に支援していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

【家田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、今の報告について質問などをしていただきますけど、その前に、今日、時間

の制約ある方は草野さんが２時まででよろしいですか。 

 それでは、次の審議事項のところでも草野さん、発言できるようにしたいと思うので、

この報告については５分に限り質疑していただきましょう。 

【根本委員】  ２３ページのこの結果は、衝撃的な結果だと思うんです。貧乏な市町村

ほど点検も、修繕もできなくて、ライフサイクルコストの観点からますます費用がかかり、

ますます貧乏になる。やっぱり仕組みが必要だと思います。 

 ただ、この貧乏なところは、１０年とかに一遍ぐらいの大雨があって橋が流された場合

などは災害復旧費でまたつくってもらえるというモラルハザードもあるのかなと思います。

年度初めに災害復旧費を全ての市町村に配分して保険に入ってもらう。そして、災害時に

は施設の残存価値に応じて保険料を払う。ですから、残存価値を高めるためにもちゃんと

維持管理を行っておく必要がある。また、市町村は将来的に守る橋と守らない橋を決めて、

守る橋については保険に入ってもらう。そういうふうにすれば無駄な投資が減らせるので

はないかと思います。 

 以上です。 

【家田部会長】  市町村は、たしか保険の制度があったんじゃないかと思うんだけど、
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後でお答えいただきましょう。 

 ほかにいかがですか。どうぞ。 

【羽藤委員】  前半のお話の中で、事故の話とか、それから自転車の走行のネットワー

クをＮＧＯとか有識者が入って決めていくとか、そういったようなところの話の中で、例

えば８ページ目の自転車ネットワーク計画というものは、おそらく国道とか県道とか市道

とか関係なく引かれているんじゃないかと思いますが、一方で、例えば物流の特車の線や

「くらしのみちゾーン」があり、それを議論する場がばらばらであるときに、整合性がと

れるような仕組みについて、それは事務所が介在しているので１００％大丈夫ですよとい

う話なのか。あるいは国道、県道、市道、区道などが入りまじって、ちょっとわけわから

なくなっているようなことはないのかなど、そのあたりについて実際やっている感じで結

構ですので、もしあればお聞かせいただけないかなと思いました。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにどうですか。それではよろしいですか。 

 最後、１点だけ、２４ページに予防保全すると、こんななりますよという話があったん

だけど、どのくらい信用できる話なのか。メンテナンスはやってみなきゃわからないとこ

ろがあって、生まれも育ちも違ったら全然違ってくるんだから、ある種の試算ではあるけ

れども、相当に幅のある話ですよというのを常に言うようにしないと、何か確定論的にこ

んなことやれますみたいなことを言うから、どうなっているんだみたいな話になるんだと

思います。 

 だから、こういうのはもうちょっと神経を使った言い方をしないと、メンテナンスのこ

とは、本当はわかっていないんだなという感じの資料に感じたんだけど。ちょっとお答え

いただければと思います。 

 以上でよろしいですか。 

 では、ここまでのところについて、ご質問、コメントについてお答えいただきましょう。

まず根本先生のところから。 

【道路保全企画室長】  最初のご意見についてですけれども、まず国のほうで市町村に

対して防災安全交付金により支援をしておりますけども、特に財政力の弱い市町村に対し

ましては、通常の国費率を引き上げてやっているということで、また、インフラ長寿命計

画に基づいて行われるものについては重点配分を行ってきているところであります。 

 また、今、先生からご意見のありました保険の話はちょっと勉強させていただいて、今
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後検討していきたいと思います。 

【家田部会長】  市町村の道路は保険に入っていなかったっけ。 

【高速道路課長】  簡単な維持管理は入っていまして、１,０００万円くらいからです。 

【根本委員】  ＮＥＸＣＯは保険に入っていますよ。 

【家田部会長】  なるほど。 

【高速道路課長】  でかいのになると、災害とか、ほかの対応でやっているので、勉強

分野だと思います。 

【企画課長】  管理瑕疵を問われるような、道路管理責任を問われる、損害賠償が要る

ようなものは入っているが、公物の復旧は、規模によると思います。 

【家田部会長】  なるほど。 

 どうぞ、続けてください。 

【道路保全企画室長】  ２４ページですけれども、色々な前提で試算してやっておりま

す。まず平成２６年度は、点検結果は分かっていますので、まず、ここにちょっと注を書

かせていただいていますが、新規供用とか更新は考慮していないとか、確かに先生のおっ

しゃるとおり、かなりの仮定の上でやっておりますので、今後いろいろ説明する際には注

意をしていきたいと思っております。 

【家田部会長】  続けてどうぞ。 

【道路交通安全対策室長】  それでは、自転車のネットワークの件ですけれども、羽藤

先生ご指摘のとおり、例えば８ページの資料で行くと、青色の線がネットワークとして何

らかの形で整備したところ、青色の点々が今ちょうど整備をしているところです。緑色の

ところがペンディングになっておりまして、これが、まさしく先ほど言いましたように交

通量が多い道路です。こういったところをこれからどうしていくかという話を、これも直

轄の事務所も入ってやっておりますので、先ほどちょっと答えを言っていただいてしまっ

たような感じかもしれませんけれども、そういったところ、そもそも交通量、物流の多い

道路をネットワークに入れるのかどうかとか、そこを自転車を走らせたほうがいいのか、

裏道を走らせたほうがいいのか、そんなところも含めて、今こういった先進的なところで

も少し悩まれているということがあるので、その辺のところについては今後勉強していき

たいと思っています。 

【家田部会長】  羽藤さんが言ったところについては、いろんなものについてこの何年

かいろいろ努力して、いろんなマネジメント的な組織をつくってきたところだと思うんだ
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けど、ある部分、それらは関連しているし、ある部分は別のことをやっているだろうし、

全部統合するとどれをやるにも中途半端になるし、悩ましいところなんだけど、少なくと

も、それを統括するようなアンブレラ的な構造を持っていないと、労力がかかる割には妙

に成果が出ないとか、矛盾しているとかならないように、ぜひ今後もご検討いただきたい

と思います。 

 羽藤先生、そんなことで今の点はよろしいですか。 

【羽藤委員】  はい。 

【家田部会長】  それでは、ちょっと先を急ぐ都合もございますので、また資料１につ

きましてご質問ありましたら、直接、事務局に言っていただいたらと思います。 

 それでは、続きまして、今度は審議事項でございます。 

 主として、踏切対策のところと、それから今後の道路施策の論点についてというのがあ

りますが、さっき言ったように草野さんの退席の都合もありますので、踏切対策の資料と、

それから資料３になるのかな、全体像を見るところ、ここまで一遍で説明してもらって質

疑としたいと思います。お願いします。 

【路政課長】  路政課長でございます。私のほうからは、踏切対策の推進についてとい

うことでご説明をいたします。資料２でございます。 

 １ページ目でございますけれども、踏切道の現状ということで、昭和３０年代から踏切

道改良促進法の取り組みなどにもよりまして、踏切の減少に努めてまいりました。昔は７

万ほどあったのが、今では３万４,０００箇所ということでございますけれども、遮断機の

ない踏切も大幅に減ったものの１割ぐらい残っている状況でございます。 

 ２ページでございますが、東京２３区と海外主要都市との踏切数の比較でございます。

それぞれの場所で鉄道の成り立ちも異なりますけれども、東京の場合は、ご覧の地図のよ

うに相当の箇所で踏切が残っている、パリの場合はほとんどない。こういう状況でござい

まして、ほかの主要都市と比べましても東京の場合、踏切が非常に多い状況でございます。 

 ３ページでございます。踏切における事故、渋滞についてでございますけれども、踏切

は事故の面、あるいは渋滞が生じるというようなことで、社会的な影響が非常に大きいも

のですから、いろんな取り組みを進めてまいりましたけれども、踏切事故につきましては

１日に１件、４日に１人亡くなっておられる状況ですし、開かずの踏切では事故割合が通

常の約４倍ということで、非常に高い割合になってございます。 

 渋滞につきましても、ピーク時遮断時間４０分以上の踏切を開かずの踏切と呼んでいま
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すけれども、そういうものが全国で６００箇所ぐらいありまして、そのかなりの部分が渋

滞の起点となっている状況でございます。 

 ４ページでございます。緊急対策踏切の取組状況についてということで、こうした踏切

の現状に対しまして道路行政の中では、緊急対策踏切という枠組みの中で取り組んでまい

りました。 

 参考資料になりますが、１５ページをお開きいただきますと、緊急対策踏切ということ

で、平成１９年に全体で１,９６０箇所の緊急に対策の検討が必要な踏切ということで抽出

をしまして、開かずの踏切、歩道が狭隘な踏切、あとボトルネック踏切という３つのカテ

ゴリーを設けて、それぞれ重複はございますけれども、１,９６０箇所ということで、これ

について速効対策を一方で行い、抜本対策ということで立体化による踏切除却等も行うと

いうようなことで対策を進めてまいりました。 

 ４ページにお戻りいただきまして、そうした取り組みの結果、速効対策という意味でい

いますと、１,２３４箇所のうち９２％で何らかの対策が講じられたということでございま

す。また、抜本対策踏切につきましては、この対策を講じる前、年間６箇所ぐらいの除却

のペースでございましたけども、ここ数年は除却のペースが上がってきている。そういう

状況でございまして、これらの対策によりまして、１,９６０箇所のうち約６００箇所はも

ともとあった指定の基準といいますか、緊急対策踏切ということでの要件を下回るような

状況まで改善をしてございますが、言いかえると残り１,３００箇所以上はまだ残っている、

そういう状況でございます。 

 今まで申し上げたことは緊急対策踏切ということで、私ども道路行政の中でやっておる

話でございますけれども、実は踏切につきましては、昭和３０年代から踏切道改良促進法

という法律に基づいて除却を進めてきた歴史がございます。 

 参考資料の１４ページをお開きいただきますと、現行の踏切道改良促進法についてとい

う資料がございますけれども、５年ごとに時限を定めて、その５年間に踏切の改良を進め

ていこうという法律でございまして、現在は平成２７年度まで、つまり今年度までに改良

すべき踏切を国交大臣が改良の方法を定めて指定をして、それに基づいて改良していって

いただくということでございます。 

 この法律のみそは時限であるということと、大臣が改良すべき場所と方法をセットで定

めて、この場所をこういう方法で改良しなさいというスキームでやっているということで、

その場合の改良方法というのは４つございまして、右側にあるような立体交差化、構造の
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改良、歩行者等立体横断施設、保安設備の整備、こういった４つの改良方法でやることに

なってございます。 

 ５ページにお戻りいただきまして、そういった法律の仕組みを前提にご覧になっていた

だきたいのですが、全国で今、３万４,０００箇所の踏切がございますが、先ほどの法律の

指定の基準に該当するのが約１万３,０００箇所ございます。これは、先ほども申しました

緊急対策踏切よりは緩い要件になっていまして、法指定基準に該当するのは１万３,０００

箇所あって、緊急対策踏切が１,９６０箇所あるということで、この両者の適用環境を見て

みると、１,９６０箇所のうち約６００箇所は法律による指定も同時に受けているというこ

とでございまして、これは、改良の方法を定めて、ここをやっていくと決めているのが約

６００箇所。残りの未指定１,３６０箇所というのは道路管理者、あるいは鉄道事業者で独

自の取り組みをやっているということなんですが、こういう仕組みの中で１,９６０箇所の

緊急対策を要する踏切がある中、法律の対象になっているのは約６００箇所ということで

すので、こういった現状も踏まえて今後検討すべき課題ということで右側に書いてござい

ます。 

 まず１つ目は、踏切道改良促進法においては、改良の方法が限定されているということ

で、先ほど申し上げた４つの方法でございますけども、当面の対策だとかソフト対策の位

置づけがないということなので、こういった当面の対策といったものも一緒に取り込んで

対策を計画的にやっていったらどうだろうかという問題意識が１点目。 

 それから、改良方法が定まらないと法指定できないということなので、改良方法が最初

から決まっていなくても法律の指定はやってしまって、期限を設けた上で取り組みにドラ

イブをかけていくといったような考え方ができないかというのが２点目。 

 それから、踏切道の改良について、今は大臣が鉄道事業者と道路管理者に対して、この

箇所をこうやりなさいというような話になってございますので、言いかえると地域の方々

を巻き込んだような協議する場がないというようなことでございますので、こういったほ

かの方々も含めた形で協議プロセスを見える化していけないか、こういう問題意識でござ

います。 

 先ほど平成２７年度までの法律ということを申し上げましたけれども、次回、また５年

間の延長も視野に、こういった課題を踏まえて法制度として取り組むべきものについては

法案の提出を考えてはどうだろうかということでございます。 

 そういう中で、今後の対応の方向性でございますけれども、６ページでございますが、



 -14-

時間軸を考慮した計画的な対策の推進ということで、連続立体交差などは相当長い期間を

要します。１０年、２０年とかかりますけれども、そういった最終的に除却を待つまでの

間、いろんな対策を随時やっていくというようなやり方でやっていくべきではないかとい

うことでございます。 

 ７ページでございますが、踏切改良と一体となって実施する関連事業についてというこ

とで、踏切の除却そのものまではなかなか難しくても、例えば踏切を通る人の数だとか自

転車の数を減らせれば、それで効果がさらに上がりますので、例えば駅の北側にしか駐輪

場がないようなところで、駐輪場を南側にもつくることで自転車の横断数を減らすような

取り組み、こういったことをやっていったらどうかということでございます。 

 また、８ページでございますが、現地状況に応じた効果的な改良方法の検討ということ

で、現行の拡幅のスキームは、接続する道路の幅員が上限となっていて、要するに同じ幅

までしか拡幅できないということなんですが、滞留の交通量なんかを見て、現地の状況に

よっては、むしろ踏切の部分をもうちょっと広げてもいいんではないかというようなこと

で、こういったことも検討していってはどうかということでございます。 

 ９ページでございますが、先ほど地域も巻き込んだ協議の仕組みを考えてはどうかとい

うことを申し上げましたけれども、現在、道路管理者と鉄道事業者の間でやっております

けれども、こういったところに市町村とか、あるいは道路協力団体といったようなところ

も連携をして協議会を組織して、複数年の中長期的な視野を持ちながら、面的にいろんな

対策をやっていくというような仕組みが考えられないかということでございます。 

 次に１０ページでございますが、こうした取り組みを進める中で、踏切安全通行カルテ

ということで書いてございます。踏切の個々の箇所について、いろんな課題とかを見える

化していこうということで、踏切安全通行カルテというものの作成を現在進めてございま

すけれども、こういったいろんな踏切の諸元だとか、今後の対応等についてもなるべくオ

ープンな形でやっていったらどうかということでございます。 

 以上が踏切の話でございますが、鉄道と道路の関係ということで申しますと跨線橋の課

題もございます。１１ページでございます。先ほども橋梁の点検の話がありましたけれど

も、最優先で点検すべき橋梁ということで、緊急輸送道路をまたぐ跨道橋と跨線橋がござ

いますけれども、このうち跨線橋について見ますと、平成２６年度までに１１％の点検が

終わっておるわけですが、その結果というのが、右側でございますが、カテゴリーⅢに当

たるものが２５％、市区町村管理につきましては３６％と非常に高い値になっており、大
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変危機感を持っているところでございまして、こういった跨線橋の対策について進めてい

く必要があるということでございます。 

 １２ページでございますけれども、ただ一方で跨線橋を点検する、あるいは修繕すると

いうことになったときに、当然、関係者の問題がございます。道路管理者と鉄道事業者の

間でいろいろな協議をしながらやっていくわけでございますけども、ここの事例にもある

ように、どうしても架線の配置、あるいは足場の関係等々もございますので、協議を始め

てから協議を終了し、実際に工事を開始するまでの期間が相当程度かかる事例もございま

して、こういったところについて考えていく必要があるということでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

【家田部会長】  続けて、資料３をお願いします。 

【企画課長】  それでは、今後の道路政策の論点についてということで、その導入ペー

パーであります資料３のみ先に説明させていただきます。 

 左側に縦軸で道路施策の体系というのが並んでおります。これが平成２４年６月の中間

取りまとめの内容でございまして、今日、報告事項の中で、おおむねこれの全体のご報告

をとりあえずさせていただいたという状況です。 

 もちろん、引き続きフォローアップをしたり、ご報告が必要なものがありますが、それ

は適宜やらせていただきたいと思います。 

 右側に当面想定される今後の方向性（例）というのがございます。フォローアップとあ

わせまして、今後、新しいさまざまな切り口、項目について、またご議論いただければと

思って、たたき台としてご提示したものでございます。 

 事務局としては、大きく分けると政府目標への貢献、多様な主体による新たな連携、技

術革新への対応、こういうような柱があり得るのかなと思っております。 

 例えば政府目標の貢献の中では、生産性の向上であったり、社会全体での安全の確保で

あったり、観光立国への貢献。最近の日本再興戦略であったり、経済財政運営の基本方針、

骨太の方針とかに書かれているものの柱と基本的にはリンクをさせているものでございま

す。 

 それから、左下のほうの多様な主体による新たな連携、これは、今後、交通モード間の

接続、モーダルコネクトとネーミングしておりますけれども、こういうものや官と民の新

たな関係、国と自治体の関係のあり方、こういうものがますます重要になってくるのでは

ないかということで、こういう切り口を提示させていただいております。 
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 それから、右側の技術革新への対応。ＩＣＴ・ビッグデータ等の活用、モビリティの進

化への対応、これも今後ますますウエートが大きくなるのではないかということで、いず

れも「など」と書いておりますので、新しい視点、切り口、その他いろいろご示唆いただ

ければと思います。 

 当面、２０２０年をマイルストーンとした具体的プロジェクト及びロードマップの作成

をやれるといいのではないかと思っております。もちろん、２０２０年が最終目標ではご

ざいませんが、例えばＧＤＰ６００兆円の達成目標年であったり、オリンピック・パラリ

ンピック、その他、そこに列挙してあるようなものが、２０２０年を目標年としておりま

すので、マイルストーンとするには非常にいいのではないかということで、ご提案をさせ

ていただいた次第でございます。 

 今日は、この後の資料で赤く囲っております観光立国への貢献と交通モード間の接続に

ついて、幾つか現状や課題をご説明させていただく予定でございます。 

 以上です。 

【家田部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、まず最初に草野さんから資料２と資料３に関しまして、ご質問やお気づきの

点、コメントなどいただいてから、皆さんにご発言をいただこうと思います。 

【草野委員】  何か今お話を聞いていて、道路にしても、踏切にしても、国と市町村と

の関係にしても、○○協議会にしても、物も事もやっぱり結節点というのがいつも課題に

なるなということを感じました。 

 踏切に関して言うと、資料２の１ページ目は、昭和５０年代後半以降、遮断機のない踏

切はもう劇的に減ってきたのでしょうけれども、遮断機のある踏切というのは数がほとん

ど変わらず来てしまっている。私は一利用者ですけれども、どこに責任の所在があるのか

なとか。どこまでが誰の範疇で、道路管理者なのか、鉄道事業者なのかというのも、結局、

誰も突き詰めることなく、このうん十年来ているという感じがして、ゆえに解決策がなか

なか見つかっていないような気がしています。 

 やっぱり結節点ということを考えるときに、例えば問題箇所が見つかってから、先ほど

の修理箇所にしても２年近くかからないと補修工事がスタートしないとか、ちょっと考え

られないというか、あってはいけないことが、そういう状況でいたし方なく時間だけが過

ぎていくという状況を、どこかで乗り越えなくてはいけないのではないかなと思います。

そのために誰がリーダーシップをとってやるのかという責任の所在をお聞かせいただきた
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いし、決めていただきたいなと思いました。 

【家田部会長】  資料３のほうはいかがですか。 

【草野委員】  資料３に関して、前回のオリンピックがあったときは、かろうじて私は

生まれていなかったので、わからないのですけれども、マイルストーンというからにはそ

こに向けて、機運としては、何かをやりたいという気は誰しもが持っている絶好のチャン

スだと思います。 

 例えば競技場が云々とか、イメージできるものは幾つかあるんですけれども、事、道路

とかに関しては、期待感はあるんだけれども、具体的に何が劇的に起こるのだろうという

イメージがまだ湧かないし、やっぱり、この機会にどさくさに紛れてということはないん

ですけれども、せっかくこういう機運が高まっているこの数年でできることというのをぜ

ひ成果として見てみたいなという気がしています。 

 それで言うと、プロジェクトはあるんだけれども、一体何をするんだろう、何ができる

んだろうという具体的なイメージがまだ湧かない、湧いたらいいなという気がしています。 

【家田部会長】  ありがとうございます。ほかの委員からのご質問、ご意見はちょっと

待っていていただいて、今いただいた資料２に関する話、それから資料３について事務局

からお答えいただくんですが、特に踏切のほうについて言うと、この１ページの図だけ見

ると昭和６０年ぐらいから何も変わっていないかのようにも見えるんだけど、一方で、連

続立体交差はかなり一生懸命やってきたような印象も持ちますよね。だから、この資料１

の統計の図だけでは、その辺の事情も十分には見切れないようにも思うので、その辺の事

情も含めてご解説を、道路局あるいは都市局のほうからもお話しいただこうと思います。 

 それから、資料３については、今お話がありましたように、２０２０年というとすぐそ

こですので、そこまでに何かの道路をさあつくりましょうというのはなかなか困難な話で

はあるけれども、もう一方で、いずれ全国にやるにしても、まず場所を限定して、こうい

うことをやってみましょうかくらいのことは相当なことができるような気もしますよね。

その辺の事情をご説明いただくようにしましょう。 

 では、まず踏切のほうからお願いします。 

【路政課長】  まず、今、委員のほうからご質問のあった件につきまして、データのほ

うの話を申し上げますと、確かにこのグラフを見ますと、あるときからあまり進んでいな

いかのような感じもいたしますけれども、実際には、遮断機の有無ということでまず申し

上げますと、遮断機のない踏切が減って遮断機のある踏切に変わっていく。一方で、トー
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タルの数自体は、いろんな努力もあって何とか減らしてきているという中でございますの

で、トータルの数は減りつつも、遮断機のある踏切というのは、遮断機のない踏切から切

りかわってくるものもあるので、横ばいが続いているという状況でございます。 

 除却の数について言いますと、例えば平成１８年度から２６年度までの間に全部で１４

５カ所の踏切を除却しておりまして、これは、連続立体交差等々によっての除却でござい

ますけれども、除却についても、いろんな取り組みの中で進めてきているところでござい

ます。 

 ただ、実際に除却ということになりますと立体交差等の手段に限られてまいります。立

体交差等の手段につきましては、長い時間と巨額のお金がかかるということで、どうして

も限度がある中で、踏切が残っているところでの安全対策を何とか進めていこうというこ

とでございます。 

 踏切というのは、実はこれ、道路でもあり、鉄道でもありということで、先ほど責任の

所在についてのお話もございましたけれども、法律的に言うと兼用工作物ということで、

道路と鉄道のそれぞれが兼ねている状況でございまして、何かやろうとすると両者協力し

ながらやっていかざるを得ないという面がございます。 

 例えば道路の拡幅等をやる場合は道路管理者、遮断機だとかそういったものをやる場合

は鉄道事業者ということになるわけですけれども、こういった取り組みを今後よりドライ

ブをかけて進めていくために、現在、１つの方向性として考えておるのは、そういった取

り組みをできるだけ情報開示して見える化をしていって、地域の方からも、ここの取り組

みを進めるようにというとを気にかけていただけるような、そういうことが必要かと思っ

ております。 

 先ほど申し上げました踏切のカルテもそうなんですけれども、あるいは今後、法律改正

を検討する中で、協議会などを開催して、地域の方々も入れながら見える化をしてくとい

うこともそうなんですが、やはり、ここの踏切は現在こういう状況で、こういう対策をや

っていくということをしっかり取り組んでいきたいと思います。 

【家田部会長】  神田さんのほうどうですか。 

【街路交通施設課長】  都市局の街路交通施設課長でございます。 

 資料２の６ページを見ていただくと、踏切の抜本対策というのは、やはり踏切をなくす

ことでございますので、鉄道を高架化あるいは地下化して踏切をなくす連続立体交差事業、

あるいは６ページの右側にありますけれども、単独の立体交差事業により、道路の方をオ
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ーバーあるいはアンダーパスをしてなくすということでございます。 

 連続立体交差事業を見ていただきますと、１箇所当たり平均６００億円という非常に多

額なお金。しかも、鉄道事業者も負担をとるということでございます。特に開かずの踏切

等を中心に、非常に厳しい踏切を持っているところの対策ということで有効かと思ってお

ります。現在５４カ所、事業中でございます。活線施工といいまして、交通を止めないで

やるものですから、時間も非常にかかるということでございます。 

 いずれにいたしましても、連続立体交差事業がやれれば一番いいわけなんですが、それ

に準ずるような対策も含めまして重要だと思っております。 

【家田部会長】  ありがとうございます。どうですか、５ページのところに全国３万４,

０００箇所の踏切というのがあって、これが１ページのグラフの母数なんですよね。その

うちの法指定基準に該当が１万３,０００箇所で、さらにＨ１９で公表された緊急対策踏切

というのは１,９６０箇所で、したがって、今、大事だなと思っているのは、この３万の話

をしているわけじゃなくて、そのうちの１万３,０００箇所なり、１,９６０箇所、この辺

のところをどういうふうに取り組んできたし、これからどういうふうに取り組むかという

ことがメーンテーマですよね。 

 とすると、１ページに相当するグラフを、１万３,０００箇所バージョン、１,９６０箇

所バージョンでも時系列で見せないと、状況把握がちょっと難しいような感じも受けます

ね。そんなのもちょっとやっていただくようにしましょうかね。 

 続けて、今度は資料３についてお答えをお願いします。 

【企画課長】  それでは、マイルストーンに向けて何がやれるか。オリンピック・パラ

リンピック、今、部会長おっしゃったように、新たなネットワークというのはなかなか難

しいものがあるんですけれども、どううまく運用するかという視点がまずは１つあるとい

うのと、どちらかというと、例えばオリンピックの会場周辺という、ある程度まとまった

空間に対して何ができるかというのが一番見せやすいかなと思っていまして、端的に言え

ば、例えばバリアフリー化を一気に進めるとか、無電柱化を進めるとか、自転車ネットワ

ーク、歩行者ネットワークをどうするかとか、そういうことはあると思います。 

 １つの例ですけれども、資料５の１３ページを見ていただきますと、鉄道駅周辺におけ

る道路のバリアフリー化の状況がございます。 

 ここに山手線内の駅で赤と青に色分けしておりますけれども、赤い駅はバリアフリーの

基本構想がない駅、青い駅はある駅で、要は山手線でも半分ぐらい基本構想がないという
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状況です。 

 この中でオリ・パラ競技場へのアクセス予定駅を緑で囲っていますけれども、例えば代々

木、千駄ヶ谷、信濃町、四ツ谷の半分ぐらいはバリフリー構想がないということですから、

こういうところは、必ずしも国で全部できるわけではないんですけれども、東京都とか関

係機関と一緒にしっかりとやっていきたいなと思っています。一例ですけれども、今後い

ろいろ考えていきたいと思います。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 草野さん、とりあえず今、ざっとお答えいただいたんですが、いかがですか。 

【草野委員】  ありがとうございます。 

【家田部会長】  よろしいですか。 

 それでは、議論を開きたいと思います。まず、踏切の資料２について、ほかの委員から

のご質問やコメントをお願いしたいと思います。いかがでしょうか。石田先生。 

【石田委員】  資料２の５ページなんですけれども、法指定基準に該当する１万３,００

０箇所のうち、緊急に必要なところというのをチェックしたら６００カ所しかなかった、

そういうことですよね。 

 多分、これ、必要なところを指定したのではなくて、できるところを指定した、実態と

してそういうことになっているんだろうと思います。ですから、こういうところに、昔か

ら気がついていたとは思うんだけれど、ちゃんとやっていこうということの姿勢は極めて

大事だと思いまして、そのための方法も含めてそうですが、もっと強調されてしかるべき

かなと思いました。 

 それは、先ほどの資料１の暮らしの安全ということも全く同じ構図だと思うんですね。

ですから、ほんとうにニーズドリブンでやっていく、そういうことを前面に打ち出してき

ちっと訴えかけていく。そのための体制も含めて検討していく、こういう今の姿勢は極め

て大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。屋井先生。 

【屋井委員】  どうもありがとうございました。大変わかりやすい資料だったと思いま

す。５ページのところで法改正を考えて、当面の対策、期限を決めて地域一体となって計

画を進めていくんだと、こういうお話ですので、大変結構なので、２点ほど申し上げたい

んですけども、６ページのところで、２０年間のタイムスパンの中でどういうことを取り
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組んでいくのかと具体的に書いてあります。踏切だから、原理原則から言うといかに除去

していくかという方向が将来的な方向なんだけども、２０年というスパンの中で見たとき

には、おおむね連続立体交差が行われる場所というのは、大概は面的整備なんかも同時に

行われるような場所です。 

 だから、当面残っていく踏切に関して、カラー舗装で歩道の部分ができるのはいいんだ

けども、一方で車道の部分も、それなりに容量を確保できるような暫定的な整備を計画の

中に位置づけることによって可能にしていくみたいな、今のところ非常に難しいと思いま

すけども、ある期間については、そういうことも積極的に可能なんだとしてあげれば、も

う少しバリエーションが広がっていって、まちづくりとの関係で言っても、ある種、意味

が出てくるかなと思います。 

 それから、もう一点、似たようなことなんですけど、８ページで矢印の右側のほう、滞

留交通に応じた拡幅の検討というアイデアはすごく結構なんですけども、手前のところに

だけ滞留スペースがあって、踏切部分については、従前の歩道スペースと変わらないよう

なつくり方は、それを道路として土地を買えるか、買えないかみたいな議論があるわけだ

から、まさにそこがポイントで、踏切の中だけ滞留スペースを大きくしても、先がボトル

ネックになっていたら、場合によっては高齢者なんかで踏切が鳴っても踏切の中でとまっ

ちゃう人が出てきたりすると、大変な問題だから、一般的に言うと、このつくり方という

のはいい面と悪い面、両方あります。だから、オプションとしてもう一つ、その先が狭い

から踏切の中はちょっと変えにくいんだけど、手前で待っているスペースが今なかったり

するところが多いので、そこはつくりましょうみたいな、そういうオプションもつけてく

れると、さらにバリエーションが増えていいかなと思いました。 

 以上です。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。では、大串先生までで。 

【大串委員】  簡単な話から言いますと、１１ページの最優先で点検すべき橋梁の点検

結果のところでステージがⅠからⅣまで書いてあるんですが、これ、具体的な説明がない

ので、ぱっと見たときに、多分、赤が一番危険なんだろうなというのはわかるんですけど、

もう少し、ここ具体的に説明を入れてほしいなというところが１点です。 

 別のところで言いますと、先ほどのカルテのところがあった１０ページのところです。

よもやＰＤＦとかで公開しようなんて思っていらっしゃらないと思いますけれども、実際
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に協議会とかつくったり、市民の方たち参加でどうしていこうか、どういう対策がとれる

かなというところを話し合うときに、例えば類似の箇所がどんな対策をとっているんだろ

うというのをいちいちあけてみないとわからないというよりも、何か情報を１つ入れると

類似のものが出てきて、対策とられているところと、とられていないところとか、研究者

にとっても非常に重要だと思うんですけれども、余計なところで手間をとらせなくて、利

用者に資するような資料としてカルテをぜひ出していただきたいと思います。せっかく整

理されているのに、なかなか使われなくて、つくっただけみたいになってしまいますので、

使いやすいような形式で、ぜひ公表されることをご検討いただきたいというのが２点目で

す。 

【家田部会長】  今、ご質問のあった判定区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳというのは、資料１の２

２ページの下に小さい字で書いてありますので、ちょっと見ておいてください。 

【大串委員】  ありがとうございます。 

【家田部会長】  ほかにはよろしいですか。 

 では、踏切について、屋井先生が言っていた８ページあたりのところなんだけど、いろ

いろ議論して、結局、あまりやらないできたのが、踏切で一旦停止しないでいいように信

号をコントロールする。そうすると、スムーズに自動車交通が流れるようになるんで、道

路側の容量を拡大することができ、円滑ですから、比較的に事故も減りますという研究成

果があります。越先生あたりが一生懸命昔やっていて、それを国道６号の金町のところに

１個と、それから京浜急行の八重山のところに１個あって、それを蒲田のところでも立体

化やれるまでの間、暫定期にやるかなみたいなことを東京都が一時期一生懸命やったんで

すけど、結局、うまくいかなかったんですよ。あれは、やるかやらないか別にして検討事

項だと思います。 

 というのは鉄道事業者との協議は非常に難関なので、イージーではないんですけども、

道路にとっては有効な施策だと思います。 

 それでは、ここまで、石田先生以降出たご意見に対するコメント、もしくはご質問にお

答えいただけたらと思います。 

【路政課長】  石田先生から６００箇所の話がございましたけれども、ここについては、

先生がおっしゃるとおり、やりやすいところを指定しているという現状がございますが、

まさにニーズドリブンで施策をできるように、今後頑張っていきたいと思います。 

 屋井先生からご指摘のあった車道の拡幅の話、あるいは滞留交通量に応じた対応ですが、
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今回、法律改正の方向の中で地域も入れて協議をする仕組みを入れようと思っていますの

で、そういった協議の仕組みもうまく活用しながら、箇所毎に応じて、現地での一番いい

やり方を考えていけるようなことで進めてまいりたいと思います。 

 それから、踏切カルテの開示の方法ですが、やはり利用者側の目線に立ってどういうや

り方でやっていくかということが非常に大事だと思いますので、今後、開示の方法を検討

するに当たって、よく留意したいと思います。 

 それから、一旦停止の踏切信号の話でございます。過去、いろいろ検討された経緯もあ

るやに聞いておりますし、あと、警察のほうの話もございます。鉄道事業者、警察、それ

ぞれいろんな立場があろうかと思いますけど、今後の課題かと考えております。 

【家田部会長】  よろしいでしょうか。 

 何分、踏切はクロスしているところ、クロッシングというくらいなもんですから、クロ

スのポイントで、鉄道にとっては、安全上の最大とは言い切れないけれども、少なくとも

ホームと並んで最大級のネックなんですよね。鉄道にとっては、安全の面から、これをず

っと言う。それから、道路にとっては、渋滞の１ポイントではあるけれども、１ポイント

にすぎないというふうな感覚を、少なくとも鉄道側は持っているらしくて、道路側でもっ

と一生懸命やってくれたら、ありがたいんですよねみたいなことをよく聞きますね。 

 でも、今回、踏切対策の推進について、連続立交以外にもこうやって出てきたのは時宜

を得ているし、なるべく柔軟かつ効果的に進むようにご検討を今後も進めていただきたい

と思います。 

 それでは、続きまして、さっき資料３がありましたが、資料３の質疑は後でやるにして、

次、資料４と５を題材に載せながら、必要に応じて資料３に戻りながらご質問をいただく

ようにしましょう。 

 まず、資料４のご説明をお願いします。 

【道路事業分析評価室長】  道路事業分析評価室長の橋本でございます。観光について、

いろいろ多岐にわたりますので、私のほうから全体を総括してお話しさせていただきます。 

 ページおめくりいただきまして、１枚目をご覧ください。訪日外国人の数でございます。

ご存じのとおり、約２,０００万人間近というふうに言われております。一方で、国内旅行

については、ほぼ横ばいの推移となっておりまして、左下を見ていただきますと、訪日外

国人は下の赤線で、１０月までで約１,６００万人になっております。一方、日本人は、上

が宿泊者、下が日帰り旅行者、それぞれ約３億人ずつということで、延べ約６億人になっ
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ています。なので、人数比率で行きますと６億人と２,０００万人ということで、３０対１

ぐらいでございます。 

 観光消費額でございますけれども、９割ぐらいを日本人が消費しておりまして、全体２

２兆ですが、外国人が昨年で２.２兆円、これが今、さらに増えているという状況でござい

ます。ですので、数に比して１０％強を外国人の方が消費されているというのが全体像で

ございます。 

 そのような全体像の中で、現在、官邸のほうでも、総理をヘッドに観光ビジョン構想会

議というものが設置されておりまして、年度内に新しい訪日外国人の目標でありますとか、

それへの対応策ということについてまとめる予定になっておりまして、それを受けて、当

然、全省的に、道路分野についても対応を求められることになろうかということでござい

ます。 

 ２ページをご覧ください。これが観光立国を支える道路施策の大体の全体像でございま

す。当然、訪日の外国人だけじゃなくて、日本人にとっての観光政策もありますので、そ

ういうものを分野別にまとめているものでございます。 

 次のページとあわせて見ていただければと思いますが、大きく５分野に分けて本日はご

説明させていただければと思っております。 

 ３ページ目で行きますと、左上、①円滑なアクセス、広域的なネットワーク整備から近

接の歩行者・自転車空間という幅がある中のアクセスをどのように強化していくのかとい

うのが１点目でございます。 

 ２つ目として、観光地での快適な空間づくりということでございます。オープン化とい

うようなものもありますし、下のほうで、先ほど少し出ましたけども、きれいな空間、無

電柱化等々も快適な空間づくりの１つだと思っております。 

 ３つ目としまして、観光の目的地になるような拠点づくりということでございます。例

えば、従来から説明しますと道の駅も１つだと思っております。 

 さらには４番目、観光を作り出すという観点で、例えば土木の資産、土木施設等につき

まして観光資源として活用できないかという観点でございます。 

 ③、④を支えるものとしましてインフラツーリズムというものがあろうかなと思ってお

ります。 

 さらに、全体一番下、⑤でございますが、国内、海外それぞれの旅行者にとっても移動

しやすい、わかりやすい道案内というものが非常に重要かなということで、⑤でお示しし
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ております。 

 これら施策を支える関係者としまして、道路管理者だけでなく地域住民、来訪者、その

他関係団体等々、さまざまな方と連携して、これらの観光に関する施策を進めていきたい

というのが全体像でございます。 

 それでは、①から現状等についてご説明させていただきます。４ページをご覧ください。 

 まず、円滑なアクセスについてでございます。全国における渋滞対策の検討の状況でご

ざいますが、まず体制について、全国の渋滞箇所において効果的な対策を推進するため、

各都道府県単位で関係者からなります渋滞対策協議会というものが設置されております。

先ほども一部説明がありましたけれども、その中で主要な渋滞箇所を特定して、ソフト・

ハード対策を含めたさまざまな対策を実施・検討しているということです。 

 左側に渋滞対策協議会の運用のやり方が少し書いてございまして、そのマネジメントサ

イクルを回しながら対策を随時実施し、箇所を見直していくというようなスキームで回さ

せていただいております。 

 その中で主要な渋滞箇所というものについて、この渋滞対策協議会の中で地域の声も反

映しながらまとめているというのがございまして、右側のほうにまとめている現状の数字

がございます。約９,０００箇所強が、高速以外で主要渋滞箇所となっております。この中

で、中身を見てまいりますと、右下のほうに休日も渋滞している箇所ということで、約７

割、約６,０００箇所となっておりまして、昨今の事情からすると休日だけじゃないかもし

れませんが、特に観光にも影響を及ぼしそうな７割の箇所につきまして、今後、きめ細か

く要因を分析し、対策を検討・実施していくというのが大きな流れかなと思っております。 

 後ほど一部の施策について取り組み状況を説明させていただこうと思います。 

 ５ページをご覧ください。観光地の周辺の状況でございます。休日渋滞、先ほどお話の

あったとおりなんですが、左下、観光地の渋滞、休日、イベント、観光シーズン、さまざ

まな場所がありますので、それぞれに応じた施策が必要だということが１点目。 

 右側、昨今の爆買い等の影響もありまして、特に銀座なり、外国人が非常に多いところ

では路上駐車等の課題が顕著になってきているということでございます。 

 ６ページをご覧ください。今やっている対策の一部でございます。左側に例えばハード

対策としまして車線運用の見直しということで、いろいろと細かいデータを見ながら、既

存の幅の中で車線を増やして滞留車道を短くするというやり方もございますので、そうい

う対策をしている事例がございます。 
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 さらに、右側の２つがややソフト対策でございますが、駐車場容量の効率的な運用とい

うことで、例えばバス等について、１箇所に固まるのを避けるためにシステムを改善する

というような事例もございます。 

 また、右側のほうでパーク＆ライドの駐車場が通常よりも土日が多い、あるいはシーズ

ンの多いときに限りまして、別途、企業や公共施設の敷地をお借りする等々、いろんな対

策を地元で相談しながら進めていっている事例でございます。 

 以上のような対策を今後一層進めて、渋滞対策、円滑なアクセス等について寄与する対

策を考えていきたいというのが１つ目でございます。 

 ７ページ目の観光地での快適な空間づくりでございます。空間ということで、にぎわい

の創出でありますとか、あるいは良好な景観の形成によって空間づくりをやっていく、結

果として観光地の魅力を向上していくというような流れを考えております。 

 左側に事例としましてオープンカフェの例、あるいはその下にサイクリングしまなみ等、

既存の道路を活用したイベントの例等を記載しております。右側には良好な景観の事例と

いうことで、無電柱化の話、さらには緑化等の話を入れさせていただいております。 

 このような事例を、これから随時活発化させていきたいということでございます。 

 そのやり方について、８ページ目でございます。空間のオープン化ということで書かせ

ていただいておりまして、道路空間を活用するに当たりまして、当然、通常の交通機能と

いうものは確保しなくちゃいけないんですけれども、その上で制約の少ない道路空間、幅

の広い歩道等々を活用しまして、さらに観光の振興に寄与したいということでございます。 

 その際に、道路空間の活用を担う主体としまして、道路協力団体等の仕組みを入れては

どうかという提案でございます。具体的には、その協力団体につきまして、左側にありま

すような公的な活動、除草とか植栽等々の公的な活動をやっていただくということは、従

来からよくあるんですけれども、それに当たりまして、右側にありますような収益活動等

で得た資金等も使っていただいて、公的活動をやっていただけないかと。要は、この２つ

をうまく組み合わせることによりまして、継続的な活動をしていただいて、両方の活動で

空間をより快適なものにしていただくというような仕組みを導入できないかということで

ございます。 

 それでは、ページおめくりいただきまして、拠点づくりのほうにまいります。道の駅で

ございます。従来から何度も説明していますので、簡単に説明させていただきますと、今、

全体１,０７９箇所の道の駅がございまして、例えば左側にあります外国人観光案内所の関
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係でＪＮＴＯの認定が７０駅あったり、真ん中でございますが、スタッフのいる観光案内

所が増えたり等々、いろいろと活動の幅を広げております。目的地にもなり得る部分だと

思いますし、あるいは地方観光の拠点になり得るものと思っておりますので、さらに観光

案内等の充実に努めていきたいということでございます。 

 おめくりいただきまして１０ページ目、④観光を作り出すという観点でございます。観

光の目的地になるような歴史的・文化的な価値を有する道路施設というのは多数あろうか

と思っております。 

 左側から街道、当然、東海道等々の古いものもありますし、そこまで古くなくても土木

遺産ということで、近年の歴史的な構造物等がたくさんございます。既に土木学会等が認

定しているものも１００カ所程度あります。 

 それから、右側に行きますと道路元標等、例えば日本橋の道路元標のような形で、そう

いう資産のようなものもありますし、右下で風景街道ということで、地方でさまざまな方

と協力しながら、今、１３０カ所強ありますけれども、地域の資源という形で、観光振興、

地域活性化に寄与できるようなものになっているものがございます。 

 このような、さまざまな価値を有するものについて、一番下にありますように、ぜひ観

光ルートへの取り込みなり、あるいは道の駅で発信する等を通じまして、いろいろな観光

の方々をインフラツーリズムの一環として活用して、観光資源として使っていきたいとい

う提案でございます。 

 １１ページは具体的なインフラツーリズムの話ですが、これは国交省が関与している事

例でございます。右側のほうに数字がありますけれども、国交省と民間企業が関与した形

で年間十数件ありますが、それ以外にも、多分、民間が単独で、例えば東海道ウォークで

あるとか、お遍路であるとか、道の駅の訪問であるとか、いろいろと工夫されております

ので、今後、民間ともよく協力させていただいて、先ほどのページでご説明したような遺

産等も活用して、ぜひ観光を一層強化していきたい、支援していきたいと思っております。 

 最後に、案内の話でございます。できるだけ目的地に行きやすいというための案内では

あるんですけれども、特に外国人だけではなくて日本人にとっても、双方にとってわかり

やすいものにしていく必要があろうかなと思っております。 

 １つ目、これは訪日客ということでございますが、非常にわかりにくかったローマ字表

記につきまして、英語表記への転換というものを進めております。特に訪日の方が多いと

言われております地域を中心に始めておりますが、これからは全国、２０２０年オリンピ
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ック等々で地方に行かれる方も多いと思いますので、引き続き地方なりと連携して英語表

記への改善を進めていきたいというのが１点目でございます。 

 ２つ目が、表記に当たりまして、できるだけわかりやすい内容にしていくということな

んですが、例えば世界遺産等の事例でございますけれども、もともと交差点名等で、世界

遺産にせっかく指定されたのにあまり関係のないような標識も多々ございました。今、地

元でわかりやすい、特に観光地等に関係するような地名に変えられるものがあれば、標識

名等も一括して変えていくという活動をしておりますので、これから地元でよく相談して

いきたいと思っております。 

 あわせて、一番下のところに歩行者向けの案内についても充実させていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

【家田部会長】  ありがとうございます。時間が後でつらくなると嫌なので、資料５も

説明だけしていただきましょうか。 

【道路経済調査室長】  続きまして、資料５ということで、交通モード間の接続、モー

ダルコネクトということで、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 午前中の物流部会でも、物流のモード間の連携というのがありましたけども、これから

ご説明させていただくのは人の連携ということでございます。 

 １ページをお開きいただきますと、まず交通モードの分担状況ということで、三大都市

圏と、それから下、地方都市圏と書かせていただいております。三大都市圏は、やはり公

共交通の分担率が鉄道、バスということで高いという状況でございまして、交通の円滑化

のために、さらなるモード間の接続ということで、しっかり取り組みをしていく必要があ

るのではないかということでございます。 

 一方、地方都市圏でございますが、やはり自動車の分担率が大きく、全体の流れとして

は伸びている。鉄道、バスは非常にわずかだということでございますが、休日のほうを見

ますと、若干自動車の分担率が微減しているということもございまして、こういったこと

から、高齢化が急速に進む中で、生活交通をどう維持していくのかということが重要な施

策になってくると思います。 

 ２ページは、それぞれの都市圏の交通モード間の接続ということでございまして、三大

都市圏はバスと鉄道、地方都市圏は自動車、二輪車と鉄道といったようなところが割合と

して多いということでございます。 
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 ３ページでございます。高速バスの現況ということで、昨今の高速道路ネットワークの

進展ということもございますけれども、高速バスの利用が非常に増加してきているという

傾向にございます。右側をご覧いただきますと、例えば東京－大阪間におきますと、特に

鉄道運行のない夜間に非常に大きな役割を担っているというようなことがわかるかと思い

ます。 

 ４ページをご覧いただきまして、こういったことも含めて、昨今、高速鉄道、新幹線、

あるいはリニアという話もございます。一方で、高速道路のネットワークといったような

ものも、かなり整備が進んできているということで、これらをうまく連携して、高速バス

の機動性を生かした高速交通ネットワークを強化していくべきではないかと考えていると

ころでございます。 

 具体的には、その絵に描かれておりますけれども、例えば高速道路のジャンクション付

近のＳＡとかＰＡを乗り継ぎとして、もっと便利に利用できるようにしたらいいのではな

いか。それから、高速道路と一般道との間で、高速バスストップのパーク＆ライドと書か

せていただいておりますが、ここの乗り継ぎを便利にしたらいいのではないか。それから、

そもそも鉄道駅と高速バスのターミナル、ここの乗り継ぎをしっかりと強化していくべき

ではないかというように考えてございます。 

 その事例を幾つか載せておりますけれども、５ページでございますが、これは、九州の

九州自動車道と長崎道、大分道のジャンクションの近くにあります基山のパーキングでご

ざいまして、従前は、ここは乗り継ぎ機能がなくて、福岡まで行ってから乗り継いでいた

ということでございますが、この基山のパーキングを乗り継ぎが便利になるように、ＮＥ

ＸＣＯ、それから自治体、あるいはバス協会が協力をしながら、乗り継ぎの機能を持つパ

ーキングエリアに整備をしてきたということでございまして、こういったような機能の強

化があるのではないかということです。 

 それから、６ページでございますが、同じ九州福岡の南部に八女市というところがござ

いまして、ここの八女インターのそばに、これは、八女市と西日本鉄道が協力をしながら

高速のバスストップのパーク＆ライドというのを整備いたしまして、利用を促進している

ということでございます。西鉄のほうが駐車場の整備・管理をし、八女市のほうで少し補

助を行いながら、あとは高速の利用者に対してメリットがあるような割引を行っていると

いったようなものでございます。 

 ７ページでございます。これは、この３月に北陸新幹線が開業いたしました。東京から
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利便性が大分高くなったわけでございますが、例えばということで、富山駅の乗り継ぎ状

況を見ますと、高山のほうに乗り継ぐには乗り継ぎがうまくいかない時間帯も非常に多い

ということで、待ち時間が非常に多いというようなこともございます。こういったような

地方部における乗り継ぎの課題を解消していくために、高速バスとのモード間の連携とい

ったようなものも高めていく必要があるのではないかということがございます。右下に書

かせていただいておりますが、実際に富山駅では、この１２月から白川郷経由の高速バス

が新たに運行を始めているということでございます。 

 続きまして、８ページでございます。先ほどの高速鉄道、それから高速バスターミナル

のその先です。これは、地方でも都市部でも一緒なんですが、地域の交通ネットワークを

どう強化していったらいいのかということでございます。絵の中に幾つか示させていただ

いておりますけれども、そこから先、今、説明のあった道の駅なんかを例えばバス、特に

地方部におきますとデマンドバスの乗り継ぎ拠点にするとか、鉄道駅間等をうまく結ぶＢ

ＲＴを整備するとか、バス停をどうしていったらいいのか。あるいは、こういったような

公共交通の利用を促進するためのモビリティマネジメントをしっかり強化していくといっ

たようなことが考えられるのではないかと思っております。 

 その事例といたしまして、９ページでございます。道の駅、現在、１,０７９のうち２割

にバス停が設置をされているということでございまして、ここでは高速のバスからデマン

ドのバスまで、いろんなバス停があるわけでございます。右のほうに事例も紹介させてい

ただいておりますけども、高齢化等を考えたときに、デマンドバスなんかも含めて、しっ

かりと道の駅に地方の拠点としてバス停等を整備していくといったことが考えられるので

はないかということでございます。 

 １０ページでございます。バス停自体、なかなか雨風にさらされてということも多いと

思いますけれども、バス停の上屋をもう少ししっかりと整備をしていくということがある

のではないか。このときにバスの事業者に全てお任せをしているとなかなか進まないとい

うこともございまして、ここでは「ＰＰＰ手法により」と書いてございますけれども、例

えばバスの上屋の整備を道路管理者が行って、その管理を民間の事業者が行う。そのとき

に、バス停に広告等を出して、その広告の利用料等を活用しながら維持管理の助けにして

いってもらうといったような手法が考えられるのではないかということでございます。 

 それから、１１ページ、若干観点が変りまして、モード間の乗り継ぎという意味で、バ

リアフリーが非常に重要だろうというように考えております。１１ページは、現在のバリ
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アフリー法の取り組みでございますが、基本構想といったようなものを、これは市区町村

が策定をする。その中に生活関連施設、それらを結ぶ生活関連経路といったようなものが

指定されて、その中で、特に高齢者あるいは障害者の移動に必要なものということで、特

定道路といったようなものが、これは大臣が指定しているということでございまして、現

在のところ１,７００キロが指定されていて、平成３２年度までに１００％整備をするとい

う目標を立てているということでございます。 

 次の１２ページでございますが、先ほど基本構想を受けてという話をいたしましたけど

も、もうちょっと広い観点で、全国の状況をもう一回確認してみると、全国の中に生活関

連施設と呼ばれているものが約４０万施設ございます。このうち利用客が３,０００人以上

の鉄道の５００メートルの圏内にある施設は約３万施設ということでございます。このう

ち基本構想に位置づけられている施設は約１万、こういったような数の関係になっている

ということでございます。実際、この１万の中の例えば生活関連施設の約６割しかバリア

フリー化した経路で結ばれていないといったような整備状況になっている状況でございま

す。 

 次の１３ページをごらんいただきますと、これは先ほどご紹介したものでございますが、

真ん中に山手線の事例があります。基本構想の策定自体も、もう一回復習いたしますと、

やはり近年、策定が鈍化しているということでございまして、その理由として、左下に小

さく書いてありますが、そもそも作成のための予算不足だとか、ノウハウがないといった

ような自治体があるということで、整備が進んできていない状況になっているということ

でございます。 

 このような状況を踏まえまして、今後どうしていくのかということでございます。１４

ページでございますが、３つほど書かせていただいておりまして、１つは、オリ・パラを

１つの契機にいたしまして、全国の鉄道駅や観光地周辺のバリアフリー化の状況をしっか

りと公表させていただいて、その状況で積極的な取り組みを促すということ。それから、

先ほどお話のありましたオリ・パラに向けてということで、現在、組織委員会のほうでオ

リ・パラのアクセシブルルートというものを策定途上というように聞いておりますが、こ

ういったものに加えまして、周辺道路、駅と接続するような道路については国が重点整備

区間と提示をして、面的にバリアフリー化を進めるというようなこと。 

 さらに、バリアフリーの要件といたしまして、今、ガイドラインに、この真ん中に書か

れているような駅前広場とか段差の解消と書かれておりますが、もうちょっと利用しやす
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い、あるいは観光とかも考慮して、待ち合わせ空間だとか、雨にぬれないような空間だと

か、こういったようなことも要件として追加をしたらどうかと考えています。 

 以下、参考資料として、１５ページは新宿のバスターミナルの利便性を向上させる事例、

１６ページは海外の事例でございますが、空港ターミナルからレンタカーセンターに直結

をさせるような機能もあるということで、参考までに載せさせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

【家田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ここから３０分間ほど議論の時間に充てたいと思います。 

 資料３は必要に応じて、どっちの場合で言及していただいても結構ですが、まず資料４

の観光立国について、ご質問やコメントをしていただいて、まとめてお答えいただくとし

ましょう。いかがでしょうか。 

 どうぞ、朝倉先生。 

【朝倉委員】  観光に詳しいわけではないですが、観光と交通を考えるときには、観光

施設の容量、キャパシティーと、そこに至るアクセス部分のキャパシティーのバランスを

考える必要があると思います。むやみやたらと駐車場のキャパや、アクセス道路のキャパ

をどうこうするとかいうことを議論しても、観光地自身の魅力がそのことによって減少す

ることも大いにあるので、きちっと両方のバランスを考えた議論が重要だろうと思います。 

 もし、観光施設のキャパシティーを超えてアクセス側を整備してしまうと、非常に大き

なデマンドが入って来るとも限らない。そうすると観光そのものの魅力が落ちて、観光地

としてだめになるというケースもたくさんありますよね。そういったことにならないよう

にアクセスを整備していただく必要があると思います。そのときに、この中では言及され

ていませんけれども、経済メカニズムというか、料金メカニズムというか、そういったも

のを利用したデマンドのコントロールについて言及があってもいいんじゃないかと思いま

した。 

 別の資料で、ロンドンのレーンレンタルのような制度のご指摘がありました。こういっ

たことができるのであるとするならば、観光地の直近でも、ある種のレーンレンタルに相

当するような課金制度を柔軟に運用することによってデマンドのマネジメントができて、

そこで上がる料金収入は、道路の空間整備に使う。もしくは一番大事だと思うのは景観整

備ですけれども、道路景観の整備に充当する。何かそういった理屈をつけてやっていくこ

とによって、道路混雑も緩和させつつ、観光地そのものの魅力を向上させる、そういった
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ような方策があり得るのではないかと感じた次第です。 

 以上です。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 加えて、いかがでしょうか。羽藤先生、どうぞ。 

【羽藤委員】  資料４のほうですけれども、ちょっと思ったのは、こういう話を聞いて

いると、ついつい地方の風景街道とか、田舎の道路を何とかしようというようなことを少

し思うわけですが、一方でよくよく考えてみますと、江戸、五街道とかいうことを考えま

すと、東海道だったら国道１号だったり、中山道だったら国道１７号、日光街道だったら

国道４号とかのように、かなり歴史的なものが積層した文化的な国道というのが東京にも

あるように思うわけです。 

 そうしますと、そういう文化の薫りがするとか、そういったような国道の概念をもう一

回少し引き直すようなことも必要ではないかなというような気がしました。それは、資料

３に戻ってもいいという家田先生のお話でしたので、何となくそれまでのお話を聞きます

と、面的に地域地域で道路の使い方を考えていくという話だったんですが、やはり国道と

いうものの概念をどういうふうに考えたらいいのかというのが、柔軟ではあるんですが、

ぼんやりしてきているような気もしていて、これを機会に新国道の概念整備というか、新

しい時代の国道が持つべき機能ですとか、それは歴史的なものから機能的なものも含めて、

文化的な機能だったり、防災的な機能だったり、拠点的な機能だったり、その後お話のあ

った公共交通との結節があるような機能だったり、こういうものを全て含んでいる。それ

を新しい時代の国道と定義するとか、そういったような構想があってもいいのかなと思い

ました。 

 以上です。 

【家田部会長】  はい、石田先生。 

【石田委員】  まず、資料３のたてつけなんですけれど、１つは、モビリティというの

は人が社会で活躍するために、物すごく大事だと思うんです。ですから、せっかく一億総

活躍担当大臣もいて、国の主要目標になったんだから、活躍とモビリティみたいな、大き

な柱があってもいいのかなと思いました。 

 それと２番目でありますけれども、道路施策の体系というのがあって、その左側に目指

すべき価値とか目的というつもりで書かれているんでしょうけれども、例えば事故対策と

か老朽化とか、先ほどは、これからの価値を目指して、ニーズドリブンでやっていくのが
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いいのではないかと申し上げましたけれども、この辺を見ると、まだ、できるところから

やりましょうみたいな感じが非常にあって、そういう意味で、表現系をちょっと工夫され

たほうがいいのかなと思いました。 

 資料４に関して言うと、前も申し上げましたけれども、８ページとか１４ページで書か

れている道路協力団体とかオープン化というのは極めて大事だと思うのですが、これは、

観光だけではなくて、安全・安心とか活性化とか、いろんなところにもかかわりますし、

内容的には占用とか屋外広告とか、いろんなところにも多分広がっていって、今の占用の

考え方も相当程度変えないといかんと思いますので、これもぜひ積極的に進めていただけ

ればなと思います。 

 それと、標識とか案内の話も非常に重要で、英語化の話とか世界遺産のようなものであ

りますけれども、例えば観光で言うと、新観光圏とか、いろんな広域観光ルートの指定と

か、あるいは風景街道とかありますので、そういう場所性とか空間性を旅行者の方にわか

りやすくするような、ほんとうの案内標識の中に入れるのは難しいかもわかりませんけれ

ども、そういうこともあっていいのかなと思いました。 

 最後になりますけれども、観光を業とされる方、これは役所の方も、民間の方もおられ

ると思うんですけれども、そういう方とのお付き合いの仕方ってどうあるべきかというの

を、こういうものを実効あるものにしていく上で極めて重要だと思っておりまして、その

辺との連携というのはどう考えるんだろうかというふうに思いました。 

 以上です。 

【家田部会長】  資料４まで、ほかにご意見いかがですか。 

 それでは、私からも２つ。１点は、１２ページのところに「わかりやすい道案内」とい

うのがあるんだけど、ここで英語の書きぶりは、ここに書いてあるとおりなんだけど、字

の大きさのバランスが日本は悪いんですよ。英語が書いてあるのは書いてあるんだけど、

読めない。多言語を使わなきゃいけないヨーロッパだと同じ大きさで書いたりするじゃな

いですか。英語は大きく見えるから、ほんとうに同じ大きさじゃなくてもいいんだけど、

もうちょっと視覚的に、ほぼ同等に見えるようにしないと、とてもじゃないけど国際化に

ならないなと。だから、オリンピック対応でどこかやるんだったら、そのくらいやる覚悟

でやってもらいたいのが１点目。 

 それから、２つ目は、このわかりやすい道案内に関連して言うんですけども、日本語自

身もだめですよね。新しく道路をつくっても、インターチェンジの名前がめちゃくちゃに
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長かったりして、漢字で書いたってわからないのに、それをローマ字にしたらもっとわか

らない。だから、わかりやすい名前をつけるという精神がまずない。各自治体に気を使っ

て、２つ、３つの自治体の名前がくっついているような名前では、信じられない。 

 それから、道路の番号のつけ方。これは高速だけではなくて、一般道も。バイパスをつ

くって、旧道があってとなると、国道１７号が３本も４本もあったりして、わけわからな

い。枝番をつければいいんですよね、１７－ＡとかＢとか。というように、本気で道案内

をいいのにするというのをやるなら、本気でやらないとだめだなと思っています。 

 それから、２つ目は、ちょっと解説していただいたら、ありがたいんだけど、１０ペー

ジのところで、観光資源の道路で風景街道があって、これ、石田先生とも一緒に結構一生

懸命やったんですよね。結構いい取り組みだったと思うんだけど、何となくもう一つ振る

わない。一方、道の駅は大変に隆盛を誇っている。道の駅くらいに風景街道も隆盛を誇る

にはどうしたらいいかなというのをつくづく思うんだけど、道の駅には、商売と関係する

人の努力と名前も出てきてうれしいとか、いろいろな効果があると思うんだけど、風景街

道なんか、こうやって書いていただくのは大いに結構なんだけど、どういうふうにすれば、

もうちょっと活躍するのか。それ、ちょっとお考えがありましたら、お聞かせいただきた

いと思います。 

 以上で、よろしいですか。では、ここまでお答えをお願いします。 

【道路事業分析評価室長】  多岐にわたりますので、何人か分担してお答えすることに

なろうかと思います。 

 最初、朝倉先生からいただきました施設とのバランスの話ですけれども、実際にやる場

合には道路管理者だけで勝手にやると、当然、バランスが悪くなりますので、施設側のお

話も当然聞きますし、現況調査等もしっかりやらせていただきまして、バランスのよいと

いいますか、魅力の減じないような形での工夫をさせていただければと思っております。 

 それから、羽藤先生のほうから国道の新概念という大きなお話がありましたが、すぐに

お答えしづらいところではあるんですけれども、長期的な課題になろうか思っております。 

 それから、石田先生のほうから、標識のお話。旅行者にわかりやすいという、観光の方

とのおつき合いであるとか、わかりやすいやり方という話がありまして、まず観光の部隊

の方々とは、標識をつける場合だけではなくて、案内する場合に、地元でいろいろと渋滞

の委員会等々もありますし、さまざまなところで入れられるのではないかと思っておりま

すので、意見を聞く場を設けていきたいと思っております。 
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 それから、家田先生のほうから道案内、まず、わかりにくいというようなこともありま

すので、標識の担当としまして、できるだけ、そこは利用者の立場に立ってやらせていた

だければと思います。ルール上、確認しますと、日本語対英語の大きさというのは２対１

というふうなルールがあるようです。 

【家田部会長】  変えましょうよ。だって、旧運輸省側のは、みんな変えちゃったんだ

よ、ＩＳＯに合わせて。 

【道路事業分析評価室長】  よく勉強させてください。 

 それから、風景街道と道の駅を比較したお話がございまして、今回、ちょっとリバイバ

ルして観光資源として使えないかというやり方をさせていただきまして、リバイバルとい

うよりも、むしろ今でも動いている案件ではあろうかと思うんですけど、確かに道の駅と

比べますと、最近薄いところがありますので、後ほど詳しい話があるかもしれませんが、

工夫していきたいと思っております。 

【道路環境調査室長】  道路環境調査室の髙松でございます。 

 まず、石田先生のほうから道路協力団体の内容、今回は観光という切り口でさせていた

だきましたけれども、これ、いろんな安全対策も含めて、結構幅広くやっていく分野では

ないかと思っております。それから、占用の話も出ましたけれども、資料の１４ページの

一番下のほうに、道路協力団体のインセンティブということで、占用の話ですとか工事の

話、いろんな分野でどういったことができるのか、今日のご意見も踏まえて検討を進めて

いきたいと考えております。 

 それから、風景街道でございますけれども、ともすれば、こういった道路協力団体、今

回できれば制度化させていただいて、そういった制度を広く活用して、それから、世の中

に、例えばカーナビに出していくとか、そういったいろんな情報の出し方も含めて、いろ

いろと検討させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

【石田委員】  道路協力団体という名前、もうちょっと考えたほうがいいと思います。 

【家田部会長】  道路マネジメントパートナーとか、何かいろいろ考えつくんじゃない

ですか。 

 それでは、続いて資料５の交通モード間の接続に関連して、それから、もちろん資料３

に戻っていただいても結構です。どうぞご発言ください。 

 さっき、大串先生あったね。 
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【大串委員】  ありがとうございました。資料５ですと１３ページあたりなんですけれ

ども、バリアフリー化の状況ということで、まだまだ計画すらなっていませんよという話

でした。２０２０年に向けて、これからどんどんやっていかないといけないと思うんです

けれども、１つは、やはり対応を促していくという意味での情報公開が必要だと思います

し、もう一方では、ほんとうにアクセシブルなのかということをきちんと開示して、アク

セシブルランキングなんかをつけていただいて、例えばどんな人でも、このルートだと会

場にあまり苦労しないで必ずたどり着けますよという推奨ルートとか、できるだけ元気な

人は、少しバリアフルなほうのＢルートでお願いしますみたいな、ハードを全面的に大規

模に変えていくというのは、時間もお金もないと思いますけれども、情報開示によって、

それぞれできる人ができる方向で努力することは可能だと思いますので、どんどん今のう

ちから現状の状況と、近未来的にこうなりますよというところまで開示していただいて、

進捗状況ともども、常々ここを見れば大体どんな状況かなということがわかりますよとい

うところを特出しして出していただいて、２０２０年に向けて努力が見える化できるよう

な状況にしていただけたらなと思います。それ、３にも５にも関係していますけど、よろ

しくお願いします。 

【家田部会長】  加えて、どうぞご発言ください。いかがでしょうか。根本先生。 

【根本委員】  このモーダルコネクトですけれども、バリアフリーみたいに苦労せずス

ムーズにモードを乗りかえられるのもあるでしょうし、時間を短くモードチェンジできる

というのがあると思います。あと、料金抵抗が少なくスムーズに乗りかえられるようなも

のにするというようなことも、このモードコネクトの中にぜひ入れたらどうかなと思いま

す。 

 道路行政の中では、首都圏の高速道路の料金がシームレスということでターミナルチャ

ージがなくなったりしてよかったと思いますけれども、たまたま７ページに書いてある富

山から高山に行く話で、この前、金沢に新幹線で行きましたら、隣に外人が座っていて、

その人が、「白川郷に行きたいんだけど、どうやっていくんだ」という話になって、「バス

もあるみたいだよ」と言ったら、ジャパンレールパスかな、１０万円ぐらいで１週間ぐら

い乗れる便利がものがあって、外国人は非常にありがたいらしいんだけども、バスがカバ

ーされていないみたいだったんです。そこまで広げると道路行政からはみ出すんですけど

も、観光という枠の中では、いろんなモードをみんなで相談しながらやらなきゃいけない

という例だと思います。道路も鉄道もシームレスということで、いろんな料金を通算性に
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するみたいなことはとても大事なことだと思うので、ぜひ、そういう観点も含めていただ

きたいなと思います。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 はい、屋井先生。 

【屋井委員】  どうもありがとうございます。まず今の点にかかわるところから申し上

げたいんですけども、今回の資料のモーダルコネクトという言葉、こだわるわけではない

んだけども、従前のインターモーダルにしろ、マルチモーダルにしろ、いろんな使い方を

スムーズにしました、シームレスもそうですけどね。そういう概念とまた違うものを目指

そうとしているのかどうか、というところがはっきりわかりません。それは印象として。 

 ただし、今日のつくられている資料の中身から言うと、両方入っているなという印象が

あるもんだから、７ページについてまず申し上げたいのは、やはり７ページは、富山駅か

ら見たらマルチモーダルなわけですよね、ＪＲと競合するような路線だからね。バスのサ

ービスを高めていこうというのは、ある見方から言ったら適切であるんだけど、やっぱり

総合的に見ていくという観点で、鉄道をどうするかという議論とセットであるのが、もう

少し上位というか高位の見方だから、そのあたりに対する考え方が整理されないまま出て

くると、何となく奇異な感じを若干持つというのが１点目です。 

 それから、次に１１ページなんですけど、これ、最初に羽藤先生がおっしゃったことに

かかわると言えばかかわるんだけども、やっぱりバリアフリーで自治体がこうやってつく

ってきているんだけども、一方で自歩道みたいな、自転車の走行空間から言うと大概重な

っちゃっているんですよね。これ、久保田先生も随分前から指摘されているし、私もずっ

と思っているんですけど、こういう観点からこれを推進すべきだという中に、ぜひ自歩道

みたいな、自転車が縦横無尽にバリアフリーの特定道路というか、道路の中を走っている

状況はぜひやめましょうよというくらいの整合性を持たせていく。全部、総合的にやるの

は難しいんだけど、何かやるときに、ほかのことに配慮するというのは最低限必要なんだ

けども、どうもそのあたりがこの問題についてはされていないので、ぜひ生活拠点間を結

んでいくネットワークの整備は道路の面で見ても大変大切だと思いますけども、その中に

ほかの分野の整合性をちゃんと確保するんだという点は強調していただきたいなと思いま

す。 

 それから、最後にたまたまマイアミの話が出てきたので、マイアミというのは、おそら

く私の記憶では９０年代の終わりぐらいにインターモーダルのものすごいセンターをつく
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ろうという構想で、ＮＥＰＡも通して事業がスタートしていますので、おそらく大型旅客

船から、空港から、都市間の当時は新幹線だったかもしれないけれども、鉄道から、そう

いうもの全部を１つの場所で乗りかえができるという、マルチモーダルのセンター化、こ

れが大構想としてあって、その中に空港側近の施設がはまっているんだと思うんです。 

 だから、レンタカーのところもそうかもしれないけれども、もう少し広く見て、その取

り組みは皆さんご存じだと思うけども、やはり長い時間かけながら、ボストンでもワシン

トンでもどこでも、あるいはヨーロッパはみんなやっているので、今回のモーダルコネク

トというものを議論するときのバックグラウンドとして、どのあたりを押さえて、どこを

目指していくかというのが、もう少しはっきりしていくと結構だなと思いました。 

 以上です。 

【家田部会長】  ありがとうございます。ほかにありますか。どうぞ。 

【石田委員】  資料５の１０ページ、バス停のシェルターの広告の話なんですけれども、

このメカニズムだけやっていてもだめで、多分、公共空間における広告の価値というのに

取り組まないとうまくいかないと思うんです。 

 こういうのを始めたフランスのＪＣドゥコーという会社で、日本法人をつくってやって

いるんですけども、あまりうまく行っていませんよね。それは、やっぱりこういうところ

に掲出できる広告の価値が、今、広告規制が非常に日本は弱いですから、商売にならない

ということだと思いますので、そこで先ほどの道路協力団体とか、そういうのと連携しな

がら、その辺も含めてやっていかないと、ここだけ見ていてもうまくいかないんじゃない

かなと思いました。 

【家田部会長】  ほかにはよろしいですか。どうぞ。 

【朝倉委員】  ２つ細かなことですが、１つは、高速バスとの乗り継ぎの話がありまし

た。これはもともとすごくデマンドが薄いところの話なので、数の話をしてもしようがな

いことはよくわかっているんですけども、ただ、こういったことを実施したというか、こ

ういった例があるというときに、実際にこれぐらい使われているという実態のデータが示

されていると、なお説得力があるんじゃないかなと思いました。もちろん数が１日５人ぐ

らいで、残念だねということがあるかもしれないけれども、でも、それは工夫すれば、さ

らにそこを増やすこともできる可能性もあるので、そういったものもあわせてお示しいた

だくとありがたいかなと思いました。 

 それから、乗り継ぎに関して言うと、高速バスとフィーダーともそうなんですけども、
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乗り継ぎの利便性を上げるということと同時に、乗り継ぎの待ち時間をうまく使うという

ことをいかにさせるかということが重要だと思います。ですので、もし道の駅で乗り継ぎ

してもらうというのなら、乗り継ぎしたときの時間の潰し方が苦にならないような、うま

い道の駅側の対応ができないかということを考えるほうが、むしろ現実的かもしれないな

と感じました。 

 以上です。 

【家田部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、僕も１つ加えさせてもらって、それでお答えいただくようにしましょう。こ

の接続というのか、乗り継ぎというのか、乗り換えというのか、そういう空間なんですけ

ども、ともすると、こういうのは機能がよくなればいいよねという感じにも受け取られる

んですよね、距離が短くなりましたとか。だけど、機能の向上だけじゃなくて、空間の質

の向上というのを、やっぱり明示的に表立って言ったほうがいいんじゃないか、そういう

時期じゃないかと思います。 

 実を言うと、接続の問題だけじゃないんだけども、例えば歩行して気持ちのいい道かと

か、そういうのは、きっとこれから最重要ポイントだと思うんですよね。機能だけの道路

から空間の質の道路への転換みたいな意味でね。その象徴的なのが交通モード間の接続だ

と思います。 

 というのは、違うモードのところというのは、どっちにとっても辺境ですから、国境み

たいなもので、一番僻地状態で、僻地というのは大体だめなんですよね。そういうものが

これである。僻地こそが改善の余地があるというのがアンチテーゼで、だからここに取り

組みましょうと。 

 それで、もしあれば教えてほしいし、なければつくったほうがいいと思っているんだけ

ど、そういう一番感化されてきたような場所の空間的質の向上に対する表彰をするという

のはやっているのかやっていないのか。特にバスに絡むような空間は、一般的には、かな

りシャビーですよね。新しく新宿ができて、少なくともあの建物はすばらしいんだけど、

バスの乗り降りをしたり、待っているところというのは、どれくらいいいものになるかは、

まだでき上がりを見ていないので知らないけど、例えば、名古屋のオアシスなんていうの

も、少なくともあの建物を見る限りいいですよね。だけど、バスの乗り換えをしたりする

ところは別に大したことない。やっぱり、そこの部分の空間になると質ががくんと落ちて

しまうというのが実情で、そこのところを、こうやって道路政策として着目していただけ
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るんだとすると、ぜひ、それをうまいこと表彰制度か何かに持ち込んで、こういうことが

大事だと私どもは思っていますよ、自治体から何から、みんな頑張りましょうね。バス事

業者も、心あるところはぜひ協力してください、一緒にやろうじゃないですかというメッ

セージになるから。そういうのをおやりになったらいかがかなと思っています。 

 ほかには、ご発言よろしいですか。それでは、資料５絡みの話、お答えいただきたいと

思います。 

【道路経済調査室長】  いろんなご指摘ありがとうございました。今、お話をお伺いし

ていて、屋井先生の定義みたいな話にもつながるんですが、今回、モーダルコネクトとい

う言葉を使わせていただいたんですが、おそらく今日の資料の中に入っていない、いろん

な要因があって、今の質的な話もそうですし、空間的な話もそうですし、乗り換えのスム

ーズさ、バリアフリーだけではなくて、さまざまな機能をここにしっかり整理をしないと

いけないんだろうと。そういった意味で、そこの全体の整理が今日の段階でできていない

ということで、ちょっとパーツの説明になってしまったかなというような思いがございま

す。 

 今ご指摘いただいたようなことをしっかり頭に入れながら、ここにどういった機能を持

たせていくのかといったようなことを整理していきたいと思っております。 

 その上で、幾つかご指摘があった事項で、まずバリアフリー、大串先生からいただいた

関係でございますが、ご指摘のとおり、やっぱり現状自体がよく把握できていないという

ようなことがあると思うので、そこをまず調べることが最重要だろうと思っていまして、

その上で、いろんな関係者と協議会みたいな形で設けながら、どういったような形で公表

していくのか。公表することは非常に重要だと思うので、そういった方法についても考え

ていきたいなと思っています。 

 それから、根本先生、それから屋井先生とか、何名かの先生方からご指摘をいただきま

したけれども、こういう交通モード間の接続、結節点的なところというのは、やっぱり我々

道路管理者、道路行政だけではできないところが多々ありますので、そういった意味では、

観光の視点とか、さまざまな視点があろうかと思いますが、関係する方々と、どういった

ような形でそれを進めていくのかという連携をとっていくことが非常に重要だろうと思っ

ておりますので、そこについて、どういったような方法でやっていくのかということもし

っかり検討していきたいなと思っています。 

 あと、石田先生から広告の話がございまして、今日はＰＰＰの事例をご紹介させていた
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だいたんですが、やっぱりなかなか進んでいないというところが正直なところでございま

すので、その思想のところをどう整理するのかというのはなかなか難しいかなというふう

に思いますが、どういうふうに進めていけば、これが広く広まっていくかといったような

ことについても検討していきたいというように思っているということでございます。 

 あと、表彰制度というのは、私も聞いたことがございません。 

【家田部会長】  ないんだ。 

【街路交通施設課長】  街路事業コンクールの中で一部そういうのを対象にはしていま

すが、道路全体にはなっていないため、ちょっと偏っているかもしれません。 

【道路経済調査室長】  大体そんなところであったかなというように思います。 

【家田部会長】  今一通りお答えいただきましたけれども、いかがでしょうか。よろし

いですか。ありがとうございました。 

 それでは、大局的には、さっき資料３にあったようなところを今後の目のつけどころ、

論点ということにさせていただいて、特に観光のところと交通モード間の接続というとこ

ろについては、今日ご意見をいただいたようなところをさらに盛り込みながら、いいもの

にしていっていただくということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。ほかにご発言いただくようなことはありますか。よろしいです

か。どうもありがとうございました。 

 それでは、今日の審議はこれで終わりたいと思いますが、あと１分ほどになりましたけ

ど、本日は、私の基本政策部会長としての任期満了でございまして、本日にて退任させて

いただきます。皆さん、ご協力いただきまして、ありがとうございます。 

 それから、道路局の皆さんも一生懸命仕事していただくのを目の当たりにさせていただ

いて、私も大変気持ちよく過ごさせていただきました。特に道路について感想を言うと、

国土交通省広しといえども、いろんな問題について非常にパワフルに、しかも柔軟に、し

かも実現まで一生懸命やるのは、この局が一番すごいなというふうに高く評価していると

ころでございます。今後とも頑張っていただきたいと思います。 

 皆さん、どうもご協力ありがとうございました。（拍手） 

 それでは、司会をお返しいたします。 

【総務課長】  家田先生、１０年以上の長きにわたって基本政策部会、ご指導いただき

まして、まことにありがとうございました。 

 本日の基本政策部会の内容につきましては、後日、委員の皆様方に議事録の案を送付さ
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せていただき、ご同意をいただいた上で公開したいと思います。また、近日中に速報版と

して簡潔な議事概要を国土交通省のホームページにて公表したいと考えております。 

 本日の会議資料は、そのまま机の上に置いておいていただければ、追って郵送させてい

ただきます。 

 また、次回の日程につきましては改めて調整させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日はまことにありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 


